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広島市耐震シェルター等設置補助事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊から市民の生命を守る

ため、市民が自ら行う住宅への耐震シェルター等の設置に要する費

用の一部を、予算の範囲内において補助することについて、広島市

補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５８号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 耐震シェルター等  地震による住宅の倒壊から生命を守るため

の装置で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シ

ェルター及び防災ベッド、並びに一般社団法人日本配線システム

工業会の感震機能付住宅用分電盤（ＪＷＤＳ０００７付２）の規

格で定める構造・機能を有する分電盤タイプの感震ブレーカーを

いう。 

⑵ 補助対象住宅  市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法

の住宅で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。 

ア 昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建住宅又は併用住宅

（延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するものに限る。）で

あること。 

イ 地階を除く階数が２以下であること。 

ウ １階に耐震シェルター又は防災ベッドを設置できる住宅である 

こと 

エ 耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満であるもの又は一

般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強

方法」に規定する誰でもできるわが家の耐震診断に基づく診断の

結果、評点の合計が７点以下であるもの。 

 ⑶ 高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 申請時における年齢が６５歳以上である者 

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する 
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身体障害者手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者 

エ 療育手帳の交付を受けた者 

オ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する要介護認定

又は要支援認定を受けた者 

カ その他医師の診断等により災害時に援護を要すると認められる

者 

⑷ 補助対象者 補助対象住宅へ耐震シェルター等を設置しようと

する者で、当該住宅に居住している高齢者等又は高齢者等と同一

の世帯に属する者をいう。 

（補助要件及び補助額） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が、補助対象住

宅について行う耐震シェルター等の設置とする。なお、感震ブレー

カーの設置については、耐震シェルター又は防災ベッドと合わせて

設置する場合に、補助対象とする。 

２ 補助額は、耐震シェルター等の設置に要する経費の２分の１の額

（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた額）以内で、かつ、耐震シェルター及び防災ベッドにつ

いては１２万５千円、感震ブレーカーについては４万円を限度とす

る。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」とい

う。）は、耐震シェルター等の設置を行う前に、広島市耐震シェル

ター等設置費補助金交付申請書（別記様式第１号）を市長に申請し

なければならない。 

２ 前項の申請を行う者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、前年度及び当該年度において広島市住宅耐震診断補助事業

による補助金の交付を受けた者にあって、広島市木造住宅耐震診断

費補助金額確定通知書を添付する場合には、第１号から第４号まで

に掲げる書類の添付を省略することができる。（記載内容に変更が

なく、第１号から第４号の内容を満たす場合に限る。） 

⑴   住民票の写しその他補助対象住宅に高齢者等が居住しているこ
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とがわかるもの（交付申請者が高齢者等と同一の世帯に属する者

にあっては、その者が当該住宅に居住していることがわかるもの

も含む。） 

⑵   当該住宅に係る登記事項証明書の写しその他当該住宅の所有者

がわかるもの 

⑶   当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年

月日がわかるもの 

⑷   耐震診断結果報告書の写し（建築士が作成したものに限る。）

又は一般財団法人日本建築防災協会が編集する「誰でもできるわ

が家の耐震診断」耐震診断問診表の写し 

⑸   身体障害者手帳の写し等第２条３号に規定する高齢者等である

ことがわかるもの 

⑹   耐震シェルター等の設置に要する経費が確認できる書類（見積

書等）の写し 

⑺   耐震シェルター等の設置予定場所の写真（撮影日のあるものに

限る。）及び当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面 

⑻   広島市耐震シェルター等設置補助に係る補助対象住宅所有者の

同意書（申請者が補助対象住宅の所有者と異なる場合に限る。） 

⑼   広島市木造住宅耐震診断費補助金額確定通知書（第１号から第

４号までに掲げる書類の添付を省略する場合に限る。） 

⑽   その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定通知書） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請を審査し、適当であると

認めたときは、広島市耐震シェルター等設置費補助金交付決定通知

書（別記様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要に応じて条件

を付すことができる。 

３ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、広島市耐震シ

ェルター等設置費補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）によ

り当該申請者に通知するものとする。 

４ 第１項の規定により補助金交付決定通知を受けた者は、当該通知を

受けた後に耐震シェルター等の設置に着手するものとする。 

（帳簿等の整備） 
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第６条 補助金の交付を受けた者は、補助事業について証票を整え、及

び経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了後５年間保存

しなければならない。 

（変更等の承認申請） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金交付決定後において、

規則第１２条第１項の規定による計画の変更等の承認を受けようと

するときは、遅滞なく広島市耐震シェルター等設置補助事業変更

（中止・廃止）承認申請書（別記様式第４号）を市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を審査し、適当であると認めたときは、広島市

耐震シェルター等設置補助金交付変更（中止・廃止）承認通知書

（別記様式第５号）により当該申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、耐震シェルター等の設置を

完了したときは、速やかに広島市耐震シェルター等設置補助事業実

績報告書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

⑴ 耐震シェルター等の設置が適正に実施されたことを確認できる

写真 

⑵ 耐震シェルター等の設置に関する契約書の写し 

⑶ 耐震シェルター等の設置に要した費用の請求書の写し又は領収

書の写し 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告

に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、広島市耐震シェルタ

ー等設置費補助金額確定通知書（別記様式第７号）により当該補助

金の交付の決定を受けた者に通知しなければならない。 

 （補助金の請求） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた者は、広島市耐震シェルター

等設置費補助金交付請求書（別記様式第８号）を市長に提出し、補

助金の交付の請求をするものとする。 
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 （交付決定の取消等の通知） 

第１１条 市長は、規則第１２条第３項の規定により補助金の交付の決

定を取り消し、又は変更したときは、広島市耐震シェルター等設置

費補助金交付決定取消（変更）通知書（別記様式第９号）により通

知するものとする。 

２ 市長は、規則第１８条第１項の規定により補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消したときは、広島市耐震シェルター等設置費補

助金交付決定（一部）（全部）取消通知書（別記様式第１０号）に

より通知するものとする。 

 （返還命令） 

第１２条 市長は、規則第１２条第５項、第１９条第１項又は同条第２

項の規定により補助金の返還を命ずるときは、広島市耐震シェルタ

ー等設置費補助金返還命令書（別記様式第１１号）により行うもの

とする。 

 （調査等に対する協力） 

第１３条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、耐震シェル

ター等の設置に関する調査又は報告の協力を求めることができる。 

（雑則） 

第１４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局

長が定める。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


